令和６年度　第３回三田市高齢者・介護審議会　会議録


１　開催日時　　令和７年３月２５日（火）14:00～

２　開催場所　　三田市役所　本庁舎　302会議室

３　協議事項
（１）令和6年度地域包括支援センター実績報告等について　　　　　　　　　資料１
（２）令和7年度地域包括支援センター事業計画等について　　　　　　　　　資料２
（３）地域密着型サービスの指定状況等について　　　　　　　　　　　　　　資料３
（４）介護予防支援事業における委託先居宅介護支援事業所の承認について　　資料４

４　その他
　　◇生活支援体制整備事業について
◇高齢者・介護審議会スケジュール
　　　　令和7年度第１回：６月末頃予定
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	　みなさん、こんにちは。予定の時刻となりましたので、ただいまから令和6年度第3回三田市高齢者・介護審議会を開催させていただきます。本日の司会を担当いたします健康福祉部の谷口でございます。どうぞよろしくお願いいたします。委員の皆さまにおかれましては、大変お忙しい中、ご出席をいただき誠にありがとうございます。
　それでは、議事に入ります前に事務局よりご報告いたします。本日、白井委員と森本委員につきましてはご都合により欠席と伺っております。
　次に、事務局でございますが、健康福祉部以下、介護保険課および高齢者支援課の職員、また本日は市内の各地域包括支援センター、生活支援コーディネーター兼地域福祉支援から職員が出席しております。お手元の座席表でご確認をお願いいたします。
　本日の審議会につきましては、委員の皆さまの過半数以上のご出席をいただいておりますので会議が成立していることをご報告いたします。傍聴に関してはございません。
　続きまして、本日配布の資料につきまして確認をさせていただきます。

【配布資料確認】

　それでは、議事に入ってまいりますが、三田市高齢者・介護審議会規則第３条第１項の規定によりまして、審議会の進行につきましては足立会長にお願いしたいと思います。会長、よろしくお願いいたします。

　それでは次第に従いまして、２、協議事項（１）令和６年度地域包括支援センターの実績報告について事務局より説明をお願いします。

【令和６年度地域包括支援センターの実績報告について　資料説明】

　ただ今の説明されました内容につきまして各委員よりご意見、ご質問等がございましたら挙手をお願いいたします。

　基幹型の相談件数について質問です。高齢者数や地域型は増えているのに、令和６年の相談件数が減少しているのはなぜですか。

　三輪北・小野・高平地域と広野・本庄地域が地域包括支援センター化してから１年がたち、地域包括支援センターとしての相談等の体制が確立したことから基幹型の相談件数が減ったと考えています。
　また、あわせて介護支援員からの相談件数が令和４年度から比較して半減していますが、コロナの影響であったと考えています。

　各地域で抱えるそれぞれの課題を、特色のある方法で支援していることが大変良いと思います。ただ、全体で共通する課題もあるかと思います。他の地域包括支援センターで成功した方法を共有し、相互に広めていくことが重要であると思いますので、共有できる機会をぜひ設けてください。
　三輪北・小野・高平地域包括支援センターからのお話しで、介入拒否があるということでしたが、それは三輪北・小野・高平地域だけでの課題ですか。また、介入拒否に対してどのような対応をしましたか。

　介入拒否されたあるケースに対しては、本人が「自分一人でできる。」と考えていたため、警察など関係機関と協力をはかりつつ、本人の「自分でできる。」という考えを尊重しながら関わり始め、徐々に支援につなげていきました。

　全市的な問題かどうかという点についてですが、介入拒否という名前を使うこともあれば、高齢者虐待の場面ではセルフネグレクトという名前であったり、養護者からの介入拒否があったりと様々な形での拒否が見受けられ、全市的な問題であると考えています。これに対し、スーパーバイザーからの研修の機会を設けるなどしております。

こういったケースが年々増加しているという認識でいますので、各地域包括支援センター間で連携をはかり、対応の方法を確認してください。

　藍包括、広野・本庄地域包括支援センターにお伺いします。JAやコンビニから情報を共有してもらうとのことでしたが、その得た情報はどのように活用しているのですか？

　例えば最近郵便局の職員から情報提供があったケースについては、元々包括支援センターと関わりのある高齢者であったため、情報提供者からの同意を得た後、ご家族様に郵便局内での行動等を含めご連絡しています。この高齢者は郵便局内だけではなく、地域住民からも心配の声が上がる方であったため、担当民生委員や担当ケアマネジャーをお呼びしカンファレンスを行い、今後の支援方針を考えました。
　今後の課題としては、地域住民をはじめとする守秘義務のない方への情報共有をどのように、どの程度まで行えばよいかという点だと感じております。

　郵便局などから情報提供があり、今まで包括と全く関わりのなかった高齢者への訪問についてです。急に訪問すると驚かれることもあるので、「高齢者の総合相談窓口として高齢者のお宅をまわっています。」といいながらの包括支援センターのチラシをもって行き、なるべく拒否感がなくなるように取り組んでいます。それでも、拒否される場合はあまりしつこくならないように、時間をおいて再度アプローチしたり、関わりのある方へお話を聞きに行ったりなど対象者にあわせた関わり方をとっています。

特に藍地域は農村部的なところと、市街地的なところの差が大きいかと思いますが、それによって関わり方は変えていますか。

はい、変えています。


　それでは次第に従いまして、２、協議事項（２）令和７年度地域包括支援センターの実績報告について事務局より説明をお願いします。

【令和７年度地域包括支援センターの実績報告について　資料説明】

　ただ今の説明されました内容につきまして各委員よりご意見、ご質問等がございましたら挙手をお願いいたします。

　地域支援事業実施要綱内のサービス毎の違いを教えてください。

　従前相当サービスは、指定事業者内の訪問介護職員など有資格者がサービスを提供しています。それに対し、サービス・活動Aは指定事業所内の有資格者ではなく、研修を終えたボランティアなど多様な主体の従事者がサービスを提供しています。

三田で今まで通所型サービスAの利用実績はありますか。

事業所指定は行いました。しかし従前相当サービスでは可能な身体介護がサービスAは不可であったことなどが原因で、利用実績はありません。

　2025年度が地域包括ケアシステムの計画年度であることも踏まえ今回の要綱改正が行われたのだと感じています。今まで活用できていなかった地域資源を見つけ、活用していこうという地域包括ケアシステムの方針は分かりますが、具体的な方法はまだ明確に示されていませんので、国の決定を待つのもよいかと思います。

それでは次第に従いまして、２、協議事項（３）地域密着型サービスについて事務局より説明をお願いします。

【地域密着型サービスについて　資料説明】

ただ今の説明されました内容につきまして各委員よりご意見、ご質問等がございましたら挙手をお願いいたします。

質問無し

それでは次第に従いまして、２、協議事項（４）介護予防支援事業における委託先居宅介護支援事業所の承認について事務局より説明をお願いします。

【介護予防支援事業における委託先居宅介護支援事業所の承認について　資料説明】

ただ今の説明されました内容につきまして各委員よりご意見、ご質問等がございましたら挙手をお願いいたします。

質問無し

それでは次第に従いまして、３、その他　生活支援体制整備事業について事務局より説明をお願いします。

【生活支援体制整備事業について　資料説明】

ただ今の説明されました内容につきまして各委員よりご意見、ご質問等がございましたら挙手をお願いいたします。

質問無し

【その他】
[bookmark: _GoBack]今後の審議会のスケジュールについて、来年度の第１回は６月頃に予定しています。また、委員の皆様の人気が令和７年度６月２９日までとなっており次回で最後の会議となります。詳細は後日文書にて案内予定です。
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